
即時交換申請書（振込口座登録用） 記入の仕方 新築・リフォーム共通
これまでに即時交換の実績がない事業者の場合は、
即時交換申請書とあわせて申請窓口にご持参ください。
即時交換の申請が2回目以降となる事業者は不要です。

※『住宅エコポイント申請の手引き』もあわせてご利用ください。住宅エコポイント事務局ホームページ(http://jutaku.eco-points.jp)においてご覧になれます。

工事施工者もしくは販売事業者の情報を記入
※振込み（予定）のお知らせなど、即時交換に関する通知
の送付先となります。「担当者氏名」、「担当者連絡先」
は入金の管理をする担当者の情報を記入してください。

1

≪新築住宅を建てた（注文住宅等）場合または
リフォームした場合のみ記入≫
工事施工者の建設業許可番号を記入

●建設業許可を有しない事業者は、記入不要

3

この申請書を作成した日を記入2

≪新築住宅を購入した（分譲住宅）場合のみ記入≫
販売事業者の宅地建物取引業免許番号を記入

●宅地建物取引業免許を有しない事業者は、記入不要
●リフォームの場合は、記入不要

4

口座名義人をカタカナ表記で記入7

特に間違いやすい箇所です。
通帳の表紙の裏に記載されている部分を
正確に書き写してください。

振込先の口座情報を記入
● の事業者の口座情報を記入
●金融機関（ゆうちょ銀行以外）・ゆうちょ銀行の
いずれかを記入

6

この申請書のコピーをとり、
保管してください。

申請書に記入した内容に間違いが
ないことを再度ご確認ください。
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7

振込口座情報が正しく記入されて
いないと入金されません。

（申請時にできるだけ通帳または通帳表紙の
裏面をコピーしてお持ちください。）

受付窓口使用欄（記入不要）

1

の事業者の代表電話番号を記入
※ に記入した電話番号と異なってもかまいません。

5

次回以降、即時交換を申請する際には、ここに記入した
電話番号により、振込口座が特定され、入金されます。
間違って記入すると入金されないことがあります。
本申請書のコピーをとり、大切に保管してください。

1

1

230101-1


	スライド番号 1

